
 

 

奈良市公告第１９５号 

 

 次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）

第２条の規定により公告します。 

 

令和７年１１月１８日 

 

奈良市長 仲川 元庸 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 業 務 名 混交林誘導整備事業業務委託 

(2) 業務場所  奈良市荻町地内 

(3) 業務期間 契約締結日から令和８年２月２７日 

(4) 業務概要 継続的な木材生産が見込め、且つ防災力の高いとされる針葉樹と広

葉樹が組み合わさった「混交林」への誘導を図るため、整備計画を

もとに森林の所有者の意向確認、境界の確認、整備箇所の確定など

の実施を行うもの。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次の条件に定める基準を全て満たすものであること。 

(1) 奈良市において令和７年度有効である業務委託等競争入札参加資格の登録を

有する者であること。 

(2) 上記（１）の登録所在地が奈良市内である者。 

（3）林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年５月２４日 法第４５号）に

基づく、認定事業主（認定事業体）である者。 

（4）入札参加申請日において３か月以上の雇用関係がある森林施業プランナー協会

が認定した森林施業プランナーの資格者を配置できる者。 

(5) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(6) 本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

 (7) 入札説明書に記載されている条件を満たしていること。 

 

３ 仕様書等を示す日時及び場所 

(1) 日時 

令和７年１１月１８日から令和７年１２月３日まで（奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）に規定する市の休日を除く。）の午前９時から

午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 場所 

    奈良市観光経済部農政課（仕様書等は、貸出し又は閲覧とします。） 

 

４ 仕様書等に関する質問 

(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出して

ください。 



 

 

 ア 提出日時 令和７年１１月１９日（水曜日）午前９時から午後４時まで 

 イ 提出場所 奈良市観光経済部農政課 

   電話 ０７４２－３４－５１４２ 

  ウ 持参により提出してください。郵送及び電送（ファクシミリ等）によるもの

は受け付けません。 

(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。 

  ア 令和７年１１月２０日（木曜日）午前９時から午後４時まで 

  イ 場所 (1)イに同じ 

 

５ 開札の場所及び日時 

  奈良市役所 入札室 

  令和７年１２月４日（木曜日） 午後２時００分 

 

６ 入札保証金に関する事項 

  入札に際しては、奈良市契約規則第４条に定める所定の入札保証金を納めなけれ

ばならない。ただし、同条第２項第３号に該当する場合は、これを免除します。 

 

７ 入札参加申請 

(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。 

  ア 一般競争入札参加申請書 

イ 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年５月２４日 法第４５号） 

に基づく、認定事業主（認定事業体）であることがわかる書類（認定証の写

し） 

  イ 森林施業プランナーにあっては、森林施業プランナー協会が認定する認定証

の写し。 

  ウ 上記、３か月以上の雇用関係を確認できる者の写し（健康保険被保険者証の

写し等） 

 (2) 入札参加申請方法 

令和７年１１月１８日から令和７年１１月２６日まで（奈良市の休日を定める

条例に規定する市の休日を除く。）午前９時から午後５時まで（正午から午後１

時までを除く。）に、奈良市観光経済部農政課に（１）の書類を持参してくださ

い。 

 

８ 入札参加資格の決定 

 (1) 入札参加者の決定通知 

令和７年１２月１日までに入札参加申請者に通知します。 

 (2) 入札参加者の決定通知後の入札参加停止 

入札参加決定通知後において、入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参

加できません。 

 

９ 入札に関する事項 

(1) 入札方法 持参入札とします。 

入札書は、封筒に入れて封印し、封印中央に「入札書」の文字、封   



 

 

印裏面に業者名を記入してください。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０ 

０分の１０に相当かる額を加算した金額（その金額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格と

しますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 (2) 再度入札 再度入札は１回を限度とします。 

(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

  ア 入札に参加する資格のない者のした入札 

イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認で 

きる書類が同封されていない入札 

ウ 委任状を持参しない代理人等による入札（年間を通じて委任されている者を

除く。） 

エ 入札書に記名押印のない入札 

オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札 

カ 同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札 

キ 入札金額を訂正した入札 

ク 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札 

ケ 入札書の日付が開札日でない入札 

コ その他市長の定める入札条件に違反した入札  

 

１０ 落札者の決定方法に関する事項 

奈良市契約規則第１０条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。 

 

１１ その他 

(1) その他の詳細は、入札者心得によります。 

(2) 上記に定めのないものは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び地方自

治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。 

(3) 入札に関する問い合わせ先 

   奈良市観光経済部農政課 

   電話 ０７４２－３４－５１４２ 

 


